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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シート状の記録媒体を予め定められた方向に搬送させ、前記記録媒体に記録ヘッドから
インクを吐出して画像を記録する記録装置であって、
　前記記録媒体を搬送する搬送手段と、
　前記搬送手段による前記記録媒体の搬送方向に関し前記記録ヘッドにより記録がなされ
る位置より上流側に備えられ、前記記録ヘッドの記録面と前記記録媒体との間の距離を測
定する第１の測定手段と、
　前記記録ヘッドを移動させて前記距離を変化させる移動手段と、
　前記第１の測定手段により測定された前記距離が閾値より小さくない場合には記録を続
行し、前記測定された前記距離が前記閾値より小さい場合には、記録に用いられる画像デ
ータの種別情報を少なくとも含む予め定められた条件に基づいて記録を続行させるかどう
かを判断する判断手段と、
　前記測定された前記距離が前記閾値より小さい場合に、前記判断手段による判断に基づ
いて、前記距離を離すように前記移動手段を駆動して前記記録ヘッドによる記録を続行さ
せるよう制御する制御手段とを有することを特徴とする記録装置。
【請求項２】
　前記記録ヘッドにより記録がなされる位置より前記記録媒体の搬送方向に関し下流側に
備えられ、前記距離を測定する第２の測定手段をさらに有することを特徴とする請求項１
に記載の記録装置。
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【請求項３】
　前記制御手段は、前記搬送手段による搬送により、前記記録ヘッドにより記録がなされ
る位置における前記記録媒体の状態が変化し、前記第１の測定手段による測定により前記
距離が離れたと判断される場合には、前記移動手段を駆動して前記距離を予め定められた
距離に戻すよう制御することを特徴とする請求項１に記載の記録装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記搬送手段による搬送により、前記第２の測定手段による測定によ
り前記距離が離れたと判断される場合には、前記移動手段を駆動して前記距離を予め定め
られた距離に戻すよう制御することを特徴とする請求項２に記載の記録装置。
【請求項５】
　前記種別情報は記録品質の情報であることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項
に記載の記録装置。
【請求項６】
　前記予め定められた条件はさらにユーザ設定に基づき決定されることを特徴とする請求
項１乃至５のいずれか１項に記載の記録装置。
【請求項７】
　前記記録ヘッドはインクジェット記録ヘッドであり、
　複数の色のインクを吐出させるために、前記インクジェット記録ヘッドを前記複数の色
の数、備えることを特徴とする請求項３又は４に記載の記録装置。
【請求項８】
　前記判断手段は、前記画像データの種別情報が線画である場合、印刷パラメータが高速
印刷であり、用紙種類が普通紙であり、記録モードがモノクロモードである場合、及び該
記録モードがインク節約モードである場合のいずれかである場合において、前記測定され
た前記距離が前記閾値より小さい場合には、記録を続行させると判断することを特徴とす
る請求項１乃至５のいずれか１項に記載の記録装置。
【請求項９】
　前記判断手段は、用紙種類が光沢紙であり、印刷品質が高画質である場合においては、
前記測定された前記距離が前記閾値より小さい場合に、記録を中止すると判断することを
特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の記録装置。
【請求項１０】
　前記記録ヘッドは記録媒体の幅に相当する記録幅を有するフルライン記録ヘッドである
ことを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載の記録装置。
【請求項１１】
　前記記録ヘッドはキャリッジに搭載され、該キャリッジを往復走査することにより記録
を行うことを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載の記録装置。
【請求項１２】
　シート状の記録媒体を予め定められた方向に搬送させ、前記記録媒体に記録ヘッドから
インクを吐出して画像を記録する記録装置の制御方法であって、
　前記記録媒体の搬送方向に関し前記記録ヘッドにより記録がなされる位置より上流側に
備えられたセンサを用いて、前記記録ヘッドの記録面と前記記録媒体との間の距離を測定
する測定工程と、
　前記測定工程において測定された前記距離が閾値より小さくない場合には、記録を続行
し、前記測定された前記距離が前記閾値より小さい場合には、記録に用いられる画像デー
タの種別情報を少なくとも含む予め定められた条件に基づいて記録を続行させるかどうか
を判断する判断工程と、
　前記測定された前記距離が前記閾値より小さい場合に、前記判断工程における判断に基
づいて、前記記録ヘッドを移動させる移動手段を駆動して、前記距離を離すようにし、前
記記録ヘッドによる記録を続行させるよう制御する制御工程とを有することを特徴とする
制御方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は記録装置、及びその制御方法に関し、特に、例えば、インクジェット記録ヘッ
ドを用いて記録を行う記録装置、及びその記録方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　記録装置の一種であるインクジェット記録ヘッド（以下、記録ヘッド）から記録媒体に
インクを吐出して記録を行うプリンタでは、記録媒体が記録ヘッドのインク吐出面に接触
し、インク吐出面にて異なる色のインクとの混色が発生してしまうことがある。そのよう
な場合、記録画像の品位を著しく劣化させてしまうため、インク吐出面への記録媒体の接
触を検知した場合は、記録動作を中止することが一般的である（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－０７６２５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら上記従来例ではインク吐出面と記録媒体が接触した場合に必ず記録動作を
停止してしまうと、即座に印刷物を入手したい使用者の要求を満たすことができない。即
座に印刷物を入手したい場合には、多少の記録品質の劣化よりも記録完了までの即時性が
必要な場合であり、例えば、会議での閲覧用の配布資料や内容確認用のドラフト資料など
である。
【０００５】
　本発明は上記従来例に鑑みてなされたもので、例えば、記録媒体の表面の変化により記
録ヘッドの記録面と記録媒体との距離が近接した場合でも、記録動作の続行が可能な記録
装置及びその制御方法を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために本発明の記録装置は次のような構成からなる。
【０００７】
　即ち、シート状の記録媒体を予め定められた方向に搬送させ、前記記録媒体に記録ヘッ
ドからインクを吐出して画像を記録する記録装置であって、前記記録媒体を搬送する搬送
手段と、前記搬送手段による前記記録媒体の搬送方向に関し前記記録ヘッドにより記録が
なされる位置より上流側に備えられ、前記記録ヘッドの記録面と前記記録媒体との間の距
離を測定する第１の測定手段と、前記記録ヘッドを移動させて前記距離を変化させる移動
手段と、前記第１の測定手段により測定された前記距離が閾値より小さくない場合には記
録を続行し、前記測定された前記距離が前記閾値より小さい場合には、記録に用いられる
画像データの種別情報を少なくとも含む予め定められた条件に基づいて記録を続行させる
かどうかを判断する判断手段と、前記測定された前記距離が前記閾値より小さい場合に、
前記判断手段による判断に基づいて、前記距離を離すように前記移動手段を駆動して前記
記録ヘッドによる記録を続行させるよう制御する制御手段とを有することを特徴とする。
【０００８】
　また本発明を別の側面から見れば、シート状の記録媒体を予め定められた方向に搬送さ
せ、前記記録媒体に記録ヘッドからインクを吐出して画像を記録する記録装置の制御方法
であって、前記記録媒体の搬送方向に関し前記記録ヘッドにより記録がなされる位置より
上流側に備えられたセンサを用いて、前記記録ヘッドの記録面と前記記録媒体との間の距
離を測定する測定工程と、前記測定工程において測定された前記距離が閾値より小さくな
い場合には、記録を続行し、前記測定された前記距離が前記閾値より小さい場合には、記
録に用いられる画像データの種別情報を少なくとも含む予め定められた条件に基づいて記
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録を続行させるかどうかを判断する判断工程と、前記測定された前記距離が前記閾値より
小さい場合に、前記判断工程における判断に基づいて、前記記録ヘッドを移動させる移動
手段を駆動して、前記距離を離すようにし、前記記録ヘッドによる記録を続行させるよう
制御する制御工程とを有することを特徴とする制御方法を備える。
【発明の効果】
【０００９】
　従って本発明によれば、記録ヘッドの記録面と記録媒体とは接近した場合でも、記録ヘ
ッドを移動させて、記録面と記録媒体との間の距離を離すことにより記録動作を継続する
ことができるという効果がある。また、この制御を予め定められた記録条件を満たす場合
に実行することで、必要に応じて記録動作を継続して行わせることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の代表的な実施例であるインクジェット記録ヘッドを用いて記録を行う記
録装置の内部構造を概略的に示す側断面図である。
【図２】図１に示す記録装置の概略制御構成を示すブロック図である。
【図３】ヘッド高さ変更処理を示すフローチャートである。
【図４】ヘッド高さ変更処理の詳細を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下添付図面を参照して本発明の実施例について、さらに具体的かつ詳細に説明する。
【００１２】
　なお、この明細書において、「記録」（「プリント」という場合もある）とは、文字、
図形等有意の情報を形成する場合のみならず、有意無意を問わない。さらに人間が視覚で
知覚し得るように顕在化したものであるか否かも問わず、広く記録媒体上に画像、模様、
パターン等を形成する、または媒体の加工を行う場合も表すものとする。
【００１３】
　また、「記録媒体」とは、一般的な記録装置で用いられる紙のみならず、広く、布、プ
ラスチック・フィルム、金属板、ガラス、セラミックス、木材、皮革等、インクを受容可
能なものも表すものとする。
【００１４】
　さらに、「インク」とは、上記「記録」の定義と同様広く解釈されるべきもので、記録
媒体上に付与されることによって、画像、模様、パターン等の形成又は記録媒体の加工、
或いはインクの処理に供され得る液体を表すものとする。インクの処理としては、例えば
記録媒体に付与されるインク中の色剤の凝固又は不溶化させることが挙げられる。
【００１５】
　またさらに、「記録要素（記録素子又はノズル）」とは、特にことわらない限り吐出口
ないしこれに連通する液路およびインク吐出に利用されるエネルギーを発生する素子を総
括して言うものとする。
【００１６】
　図１は本発明の代表的な実施例であるインクジェット記録ヘッド（以下、記録ヘッド）
を用いて記録を行う記録装置の内部構造を概略的に示す側断面図である。
【００１７】
　記録装置２００は、図１に示されているように、カセット給紙ユニット１０とロール紙
給紙ユニット９と手差しトレイ給紙ユニット（不図示）が設けられており、それらいずれ
かの給紙ユニットから供給されるシート状の記録媒体に対して記録を行う。カセット給紙
ユニット１０からの給紙はピックアップローラ１１を駆動することにより１枚ずつシート
状の記録媒体をピックアップすることにより行う。それらの給紙ユニットから給紙された
記録媒体Ｐは、ニップローラ対４の位置まで給紙されると、ニップローラ対４が回転し、
矢印が示す搬送方向に沿って搬送される。記録媒体Ｐは、搬送ベルト８とピンチローラ対
５とで挟持され、搬送ベルト８の移動に伴い、搬送方向に搬送される。
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【００１８】
　そして、搬送ベルト８に伴い搬送された記録媒体Ｐは記録ヘッド１の記録開始位置まで
搬送される。搬送ベルト８は、駆動ローラ６と従動ローラ７によって張架される。記録装
置２００は、記録媒体Ｐがピンチローラ対５にニップされた位置を記録開始位置とし、駆
動ローラ６の位置を基準として記録ヘッド１の記録タイミングを制御することにより記録
媒体上の所定位置に画像を記録する。記録後の記録媒体は排紙ローラ対１２を駆動して装
置外に排出される。
【００１９】
　記録ヘッド１は、記録媒体の幅に相当する記録幅をもち異なる色のインクを吐出する４
つのフルライン記録ヘッド１Ｃ、１Ｍ、１Ｙ、１Ｋから構成され、これら４つのフルライ
ン記録ヘッドは搬送方向に沿って配列され、ヘッドユニット２に取り付けられている。各
フルライン記録ヘッドは、単一のノズルチップで形成されたものでも、分割されたノズル
チップが一列または、千鳥配列のように規則的に配置されたものであってもよい。
【００２０】
　フルライン記録ヘッド１Ｃ、１Ｍ、１Ｙ、１Ｋには、各色のインクを独立して貯蔵する
インクタンク（不図示）から、チューブによってインクが供給される。この実施例では、
フルライン記録ヘッド１Ｃ、１Ｍ、１Ｙ、１Ｋには、シアンインク、マゼンタ、イエロイ
ンク、ブラックインクがそれぞれ供給され、これら４色のインクによりカラー記録がなさ
れる。以下、４つのフルライン記録ヘッドに個別的に言及する場合には、参照番号として
１Ｃ、１Ｍ、１Ｙ、１Ｋを用い、全体的に言及する場合には参照番号として１を用いる。
そして、いずれの場合にせよ、単に記録ヘッドというものとする。従って、記録装置２０
０は少なくともカラーモードとモノクロモードの２つの記録モードをもつ。
【００２１】
　また、ヘッドユニットリフト機構（不図示）により、ヘッドユニット２を上下させるこ
とが可能である。それにより、ヘッド－記録媒体間距離を変更することが可能である。ヘ
ッドユニット２に２つの光学的接近検知センサが備えられ、このセンサから記録媒体に光
が照射され、その反射光量を用いてヘッド－記録媒体間の距離を測定する。また、その接
近検知センサは、上流側接近検知センサ３ａと下流側接近検知センサ３ｂとを有する構成
となっている。
【００２２】
　上流側接近検知センサ３ａによりインク吐出面と記録前の記録媒体との間隔を検知し、
下流側接近検知センサ３ｂにより、インク吐出面とインク吐出後の記録媒体との間隔を検
知する。なお、この実施例では接近検知センサを光学センサとしたが、超音波センサなど
のヘッド－記録媒体間の距離を計測可能なセンサであればその種類は問わない。なお、こ
れら２つのセンサを総称して接近検知センサ３という。
【００２３】
　なお、上述のインク吐出面とはインクジェット方式に従う記録ヘッドを用いた場合の表
現であって、記録方式によらない一般的な表現は記録ヘッドの記録面である。
【００２４】
　図２は図１に示す記録装置の概略制御構成を示すブロック図である。
【００２５】
　図２に示すように、記録装置２００は、システム全体を制御するＣＰＵ１０１の制御に
より、例えば、ＰＣやＨＤＤのような外部入力装置１００から画像データを入力する。記
録装置２００は、制御構成の点からすれば、ＣＰＵ１０１、記録装置特有のハードウエア
制御を行なうＡＳＩＣ１０２、ＤＤＲ１１２、記録ヘッド１、エンコーダ２０６、モータ
１１５、接近検知センサ３、ヘッドユニットリフト機構１１６を含む。ここで、ＤＤＲと
は倍速データ転送速度のＳＤＲＡＭのことをいう。
【００２６】
　ＡＳＩＣ１０２は、外部インタフェース（Ｉ／Ｆ）回路１０３、ＣＰＵ　Ｉ／Ｆ回路１
０４、メモリ制御回路１０５、ＳＲＡＭ１０６、１１４、画像データ処理回路１０７、吐
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出画像生成回路１０８、ヘッドＩ／Ｆ回路１０９、接近検知制御回路１１３を含む。さら
にＡＳＩＣ１０２は、転送タイミング制御回路１１０、装置本体駆動回路１１１を含む。
【００２７】
　次にＡＳＩＣ１０２の内部回路の動作について説明する。
【００２８】
　外部インタフェース回路１０３はＵＳＢインタフェース回路やＬＡＮインタフェース回
路やＩＤＥインタフェース回路など、外部入力装置１００と接続されるインタフェース回
路を含む。ＣＰＵインタフェース回路１０４はＣＰＵ１０１と接続して、ＣＰＵ１０１と
ＡＳＩＣ１０２内の各ブロックとの通信を制御する。
【００２９】
　メモリ制御回路１０５は、外部Ｉ／Ｆ回路１０３、ＳＲＡＭ１０６、画像データ処理回
路１０７、吐出画像生成回路１０８、ヘッドインタフェース回路１０９、ＤＤＲ１１２と
接続している。メモリ制御回路１０５は、外部入力装置１００から入力される画像データ
をＳＲＡＭ１０６に転送する制御を行うともに、ＳＲＡＭ１０６とＤＤＲ１１２からのデ
ータの読出しやＳＲＡＭ１０６とＤＤＲ１１２への書込み制御も行なう。ＳＲＡＭ１０６
は作業バッファとして用いられ、画像データが記録のために特定サイズに分割されて格納
されている。このＳＲＡＭの個数はインク色数分やノズル数分などに依存して決定される
構成となっている。
【００３０】
　画像データ処理回路１０７は、ＳＲＡＭ１０６に格納された画像データに対して画像処
理を行なう。ここでいう画像処理とは、境界処理、エッジ処理、ＨＶ変換、スムージング
、不吐補間などの処理であるが、この限りではない。
【００３１】
　吐出画像生成回路１０８は画像処理が終了した画像データを記録ヘッド１のノズルに合
わせた形式のデータ（以下、吐出画像データという）に変換する。転送タイミング制御回
路１１０は、エンコーダ２０６より入力される信号を逓倍することで信号の転送タイミン
グ信号を生成する。ヘッドインタフェース回路１０９は、吐出画像データを転送タイミン
グ信号のタイミングで記録ヘッド１へ転送する。ＤＤＲ１１２は、ＡＳＩＣ１０２に外付
けされる受信バッファであり、その受信バッファには、画像補正処理が施された画像デー
タが格納される。装置本体駆動回路１１１はモータ１１５の駆動制御やヘッドユニットリ
フト機構１１６やセンサ（不図示）の駆動制御を行う。
【００３２】
　接近検知制御回路１１３は、測定値取得回路１２１、判定回路１２２、メモリ制御回路
１２３から構成され、接近検知センサ３にて測定した測定値と、エンコーダ２０６から位
置情報を入力する。接近検知制御回路１１３はまた、ＣＰＵ１０１を介して記録媒体接近
時の設定、画像データの種別情報、閾値などを入力する。ここで、画像データの種別情報
とは、ドライバで設定する記録品質の情報や、ドライバで設定する記録品質の情報と画像
データから生成される記録モードにより決定される情報である。
【００３３】
　また、閾値とは、記録ヘッドのインク吐出面の記録媒体への接近検知を行う際に設定さ
れる値をいう。具体的には、例えば、記録媒体がない状態での反射光量の値、記録媒体が
ないと判断できる反射光量の値、記録媒体の厚みが最大の場合の反射光量の値などである
が、その他の値を閾値として用いても良い。
【００３４】
　測定値取得回路１２１は、エンコーダ２０６から取得する位置情報を基に、接近検知制
御回路１１３と接近検知センサ３の動作開始と終了の処理を行なう。また、接近検知セン
サ３から取得したＡＤ値から測定値を算出する。仮に、接近検知センサ３から反射光量の
値としてＡＤ値が０～１０２３の範囲で４０μ秒の周期で入力されるとする。ここでは、
ノイズなどの影響によるＡＤ値のばらつきを抑えるためにフィルタ処理を行なう。フィル
タ処理方法の一例として、複数のＡＤ値の移動平均値を測定値とする方法がある。また、
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測定値取得回路１２１は、ＣＰＵ１０１を介して閾値の検出も行なう。
【００３５】
　判定回路１２２は、接近検知制御回路１１３の状態を管理し、ＣＰＵ１０１を介して設
定される格納タイミングに応じて測定値を保持し、メモリ制御回路１２３に転送する。ま
た、判定回路１２２は、記録ヘッドのインク吐出面が記録媒体に接近した時にどんな処理
を行うのかを判断し、装置本体駆動回路１１１に対してヘッド高さ変更の指示を行う。
【００３６】
　メモリ制御回路１２３は、判定回路１２２から転送された測定値をＳＲＡＭ１１４の所
定の領域に格納する。ここで、接近検知制御回路１１３は、メモリ制御回路１２３を介し
てＳＲＡＭ１１４から測定値を読みだすことにより、インク吐出面と記録媒体の間隔の変
化を取得することも可能である。
【００３７】
　次に以上の構成の記録装置が実行するヘッド高さ変更処理について説明する。
【００３８】
　図３はヘッド高さ変更処理を示すフローチャートである。このフローチャートは、印刷
ジョブを記録装置に送信する際に、インク吐出面と記録媒体とが接近した場合の処理方法
を記録装置が判断する処理のフローを示している。
【００３９】
　まず、ステップＳ３００では、外部入力装置１００より画像データが記録装置２００に
入力され、画像データの印刷設定が決定され印刷設定が画像データの種別情報となり、Ｃ
ＰＵ１０１から接近検知制御回路１１３に伝達される。
【００４０】
　次に、ステップＳ３０１では、画像データの種別情報とユーザによる記録媒体の接近時
の設定により、インク吐出面に記録媒体が接近した場合の処理を決定する。決定された処
理方法は判定回路１２２に格納する。
【００４１】
　ユーザによる記録媒体接近時の設定は、外部入力装置１００から画像データ転送時に設
定したり、初期設定時や未印刷時に記録装置本体に設定記憶させることも可能であるが、
特別なユーザ設定を行わずに画像データの種別情報のみで決定することも可能である。
【００４２】
　その種別情報のみで記録動作の続行を決定する一例としては、次のようなものがある。
即ち、線画など画像データの全体的なデューティが低く印刷パラメータに含まれる記録速
度が速い設定の場合、プリンタドライバでの用紙種類の設定が普通紙で高速印刷と設定さ
れた場合、モノクロモード、インク節約モードと設定された場合などである。反対に記録
動作を中止を決定する一例としては、次のようなものがある。写真などの画像データの全
体的なデューティが高い場合、プリンタドライバでの用紙種類の設定が光沢紙で印刷品質
が高画質と設定された場合などである。
【００４３】
　ステップＳ３０２では、記録媒体を記録開始位置まで搬送し、記録媒体への印刷を開始
する。これとともに、接近検知センサ３による測定を開始する。接近検知センサ３は特定
の周期、例えば、４０μ秒などの特定周期でヘッド－記録媒体間の距離の測定を行う。Ｃ
ＰＵ１０１では、上述したように、ヘッド－記録媒体接近時の閾値を設定しており、閾値
を超えるまでは印刷を継続する。
【００４４】
　このため、ステップＳ３０３では、特定周期でヘッド－記録媒体間の距離の測定を行う
毎に、インク吐出面に記録媒体が接近したかどうかを調べる。その接近の判定は、接近検
知センサ３による測定から得られた距離（ＭＬ）が閾値（ＴＨ）未満となったかどうかを
判断することによりなされる。ここで、ＭＬ≧ＴＨであれば、インク吐出面は記録媒体に
接近していないと判断し、処理はステップＳ３０２に戻り、印刷を続ける。これに対して
、ＭＬ＜ＴＨであれば、インク吐出面は記録媒体に接近していると判断し、処理はステッ
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プＳ３０４に進む。
【００４５】
　ステップＳ３０４では、判定回路１２２に格納された処理方法に従って、記録動作が続
行可能かどうかを判断する。ここで、記録動作続行不可能と判断した場合には、処理はス
テップＳ３０５に進み、印刷を停止し、さらに、ステップＳ３０６ではユーザに異常を通
知するため、記録装置の表示画面にエラーメッセージを表示する。これに対して、記録動
作続行可能と判断した場合には、ステップＳ３０７に進み、判定回路１２２から装置本体
駆動回路１１１に対してヘッド高さ変更の指示が伝えられ、印刷を続行する。さらに、ス
テップＳ３０８では印刷を継続したまま、ヘッドユニット２を所定量上昇させる。
【００４６】
　さらに、ステップＳ３０９では、そのまま印刷を続行しながら、接近検知センサ３は特
定周期でヘッド－記録媒体間の距離の測定を行い、ヘッドユニットの高さ変更後、測定さ
れたヘッド－記録媒体間の距離（ＭＬ）が規定値以上離れたかどうかを調べる。この規定
値は、ヘッドユニットリフト機構１１６によるヘッドユニット２の移動限界値と判定回路
１２２に格納された処理方法と接近検知センサ３による測定値などに基づいて定められる
ものである。
【００４７】
　ここで、その距離（ＭＬ）が規程値以上離れていないと判断された場合、処理はステッ
プＳ３０８に戻り、さらにヘッドユニット２を上昇させたまま印刷を継続し、再び、ステ
ップＳ３０９の処理を行う。このようにして、ヘッド－記録媒体間の距離（ＭＬ）が規定
値以上離れたと判断された場合、処理はステップＳ３１０に進み、ヘッド高さを印刷開始
時の高さに変更する。
【００４８】
　その後、ステップＳ３１１では印刷が終了したかどうかを調べ、印刷終了と判断されれ
ば処理は終了するが、印刷続行と判断されれば、印刷終了するまでステップＳ３０３～Ｓ
３１０の処理を繰り返す。
【００４９】
　次に、図３のステップＳ３０８～Ｓ３１０に対応するヘッド高さ変更処理の詳細につい
て図４を用いて説明する。
【００５０】
　図４はヘッド高さ変更処理の詳細を説明するための図である。
【００５１】
　図４（ａ）～（ｆ）において、Ｌは記録開始時のヘッド－記録媒体間距離、Ｌ’はヘッ
ド上昇後のヘッド－記録媒体間距離である。また、Ｌａは上流側接近検知センサ３ａで測
定されるヘッド－記録媒体間距離、Ｌｂは下流側接近検知センサ３ｂで測定されるヘッド
－記録媒体間距離を示す。ここで、Ｌ’＞Ｌ、Ｌ’＞Ｌａ、Ｌ’＞Ｌｂである。また、記
録媒体Ｐの搬送方向は、図中の矢印の方向である。
【００５２】
　図４（ａ）は、記録媒体Ｐが正常な状態を示している。この状態では、Ｌａ、Ｌｂは搬
送する記録媒体の厚み分だけＬよりも低い値を示す。
【００５３】
　次に、図４（ｂ）は、何らかの要因により記録媒体Ｐに浮きが発生するなどしてＬａが
変化した状態を示している。この時、ＬとＬａの差分が閾値を超えると、図４（ｃ）で示
すように、ヘッドユニットリフト機構１１６を動作させ、ヘッドユニット２を上昇させ、
ヘッド－記録媒体間距離がＬからＬ’になるようにヘッド高さを変化させる。
【００５４】
　図４（ｄ）は、さらに記録媒体Ｐが搬送され、記録媒体の浮きが上流側接近検知センサ
３ａと下流側接近検知センサ３ｂとの間にある状態を示している。この場合、上流側接近
検知センサ３ａは、Ｌａの値の変化により記録媒体Ｐが記録ヘッドのインク吐出面より十
分に離れた状態であることは検知できている。これに対して、まだ下流側接近検知センサ
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更（ヘッド－記録媒体間距離がＬ’からＬに戻すこと）は行わない。
【００５５】
　図４（ｅ）は、上流側接近検知センサ３ａが浮きがないことを検知してからヘッド長さ
分、記録媒体Ｐを搬送した状態を示している。この状態まで記録媒体Ｐを搬送すると、接
近検知センサ３は特定周期でヘッド－記録媒体間距離（ＭＬ）を測定しているので、下流
側接近検知センサ３ｂはＬｂの値の変化により下流側接近検知センサ３ｂの位置でも記録
媒体の浮きがなくなったことを確認できる。なお、ここでいうヘッド長さとは記録媒体Ｐ
の搬送方向に関するヘッドユニット２の長さのことであり、図４に示す上流側接近検知セ
ンサ３ａと下流側接近検知センサ３ｂとの間の距離に相当する。
【００５６】
　浮きがなくなったことを確認すると、図４（ｆ）で示すように、ヘッド－記録媒体間距
離を正常な状態のヘッド－記録媒体間距離Ｌに変更する。
【００５７】
　ここでは、下流側接近検知センサ３ｂにより測定されるヘッド－記録媒体間距離Ｌｂの
変化により記録媒体Ｐの浮きがなくなったことを判定したが、その判定は次のような方法
を用いても良い。即ち、上流側接近検知センサ３ａで記録媒体Ｐの浮きを検知しヘッドユ
ニット２を上昇させた後、ヘッド長さに相当する時間、記録媒体Ｐを搬送中は上流側接近
検知センサ３ａを用いた監視を続行する。そして、その監視中に、既に検知した以上の状
態変化が発生することがなく、記録媒体Ｐの浮きがなくなったことを確認したなら、ヘッ
ドの長さ分、記録媒体Ｐを搬送後、ヘッド－記録媒体間距離を正常な状態の値Ｌに戻すよ
うに制御すると良い。これにより、下流側接近検知センサ３ｂを削除することができる。
【００５８】
　従って以上説明した実施例に従えば、インク吐出面への記録媒体の接近を検知し、接近
を検知した場合でも記録条件により記録動作の継続が可能と判断できれば記録動作を継続
することができる。
【００５９】
　なお、以上説明した実施例で用いた記録装置は、記録媒体の幅に相当するフルライン記
録ヘッドを用いた構成を採用したが、本発明はこれによって限定されるものではない。例
えば、記録ヘッドを搭載したキャリッジを往復走査しながら、記録ヘッドからインクを吐
出して記録を行うシリアル型の記録装置でも、本発明を実施することは可能である。さら
に、シリアル型の記録装置の場合は、各走査の間にヘッド高さを変更を実施するようにし
ても良い。
【００６０】
　また、以上説明した実施例で用いた記録装置は単機能の装置であったが本発明はこれに
よって限定されるものではない。例えば、スキャナ機能や複写機能やファクシミリ機能な
どを搭載した多機能プリンタ装置（ＭＦＰ）を用いても良い。
【符号の説明】
【００６１】
１　記録ヘッド、３　接近検知センサ、１０２　ＡＳＩＣ、１１３　接近検知制御回路、
１２１　測定値取得回路、１２２　判定回路、２００　記録装置
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